別紙


１　指定居宅介護支援事業所による介護予防支援の取扱について
1 　介護予防支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所（以下、「指定介護予防支援事業所」という。）が、直接契約できるのは、要支援１又は２の認定を受けた方のうち、予防給付を利用する方のみです。
事業対象者、要支援１又は２の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方は、介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施になりますので、引き続き地域包括支援センターにて御担当ください。
2 　指定介護予防支援事業所は、原則、要支援１又は２の認定を受けた方のうち、予防給付のみを利用する方につきましては、直接契約のもと介護予防支援を実施してください。
[bookmark: _Hlk166673306]なお、事業対象者、要支援１又は２の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方は、介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施になりますので、引き続き地域包括支援センターからの委託を受け実施してください。 
3 　指定介護予防支援事業所は、利用者が介護予防支援から介護予防ケアマネジメントに変更となった場合でも、地域包括支援センターから委託を受けて引き続き介護予防ケアマネジメントを実施することができます。その際には、担当の地域包括支援センターへの連絡をしてください。
　　　また、利用者負担軽減の観点から、指定介護予防支援事業所が要支援者の受入れを行う場合は、契約時においてあらかじめ利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者においてそれぞれ契約を行っても差し支えありません。

２　指定居宅介護支援事業所による介護予防支援実施時の地域包括支援センター
の一定の関与について
地域包括支援センターは、介護予防支援の適切・有効な実施のため、指定介護予防支援事業所からの求め等に応じ、適宜必要な助言等の実施をお願いします。
指定介護予防支援事業所は、適宜必要な連携が図れるよう、あらかじめ、担当している被保険者の名簿等を地域包括支援センターへ提出してください。
なお、指定介護予防支援事業所が直接担当するケースにおける地域包括支援センターの担当者会議への出席につきましては、介護予防支援の適切・有効な実施という考えのもと、必要に応じ御対応をお願いします。

３　介護予防支援事業所の指定について
介護予防支援事業を行う居宅介護支援事業所は、利用者である被保険者の住所地である本組合の指定を受けることが必要となります。
本組合外の被保険者を直接担当する場合の取扱いにつきましては、該当市町村へお問い合わせください。

４　介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書における留意点について
要支援１又は２の利用者のケアプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
そのため、以下のような場合は介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書の提出において注意が必要となります。


例：利用者（要支援１）について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所（委託ではない）として担当する場合
	利用月
	利用するサービス
	ケアプラン
	広域圏への届出

	６月
	・通所型サービス（総合事業）
・介護予防福祉用具貸与
	介護予防支援
	介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書提出

	７月
	・通所型サービス（総合事業）
	介護予防ケアマネジメント
	介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書提出

	８月
	・通所型サービス（総合事業）
・介護予防福祉用具貸与
	介護予防支援
	介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書提出


この場合において、６月及び8月はA居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として担当しますが、7月は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。
そのため、それぞれの月において、介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変更）届出書の提出及び利用者との契約が必要となります。

５　提供拒否の禁止について
介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されています。そのため、指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受入れを拒否することは禁じられています。
また、委託とは異なり要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

６　提出書類
1 指定申請書（別紙様式第二号（一））
2 付表第二号
3 登記事項証明書又は条例等
※法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事
業」等の記載が必要となります。
4 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）
5 平面図 （標準様式3）
6 運営規程
7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（標準様式5）
8 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
9 誓約書（標準様式6）
10 介護支援専門員の氏名及びその登録番号（標準様式7）
11 チェックリスト

7　指定申請手数料
介護予防支援の指定申請手数料　　新規指定申請1件につき　12,000円

8　申請書提出及び問合せ先
申請をする際は、あらかじめ連絡ください。なお、提出は、持込み、郵送及びメールでお願いします。また、不明な点は、問い合わせください。

提出先
〒859－1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎３階
島原地域広域市町村圏組合
介護保険課　給付係
指定居宅介護支援事業所　受付担当
電話：0957-61-1104
mail：kyufu@shimabara-area.net
(注意)受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)

